
「第３次奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画
（案）」に関する意見募集の結果

令和３年１２月６日から令和４年１月７日までの間、「第３次奈良市市民参画及び協働によるまちづ
くり推進計画（案）」を公表し、市民等の皆さまからご意見を募集したところ、４人７件のご意見が寄
せられました。この度、募集結果及びご意見に対する本市の考え方について、下記のとおり公表します。

ご意見をいただき、ありがとうございました。

１．意見結果の概要

（１）項目別意見数

① 意見の提出者数 【４人】
＜提出方法別内訳＞
・ファクシミリ １人
・電子メール ３人

＜提出者属性別内訳＞
・市内に住所を有する人 ４人

② 意見の提出件数 【７件】
＜意見の対象別内訳＞
・第１章 推進計画の策定について ４件
・第２章 計画策定の背景 １件
・第３章 計画の推進 ０件
・参考 第２次推進計画の取組 ０件
・その他 ２件

（２）対応の方向性

① 計画案に反映します ５件

② 今後の取組の参考とします ０件

③ ご意見として伺います ２件

④ その他（質問・計画と同趣旨等） ０件
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No. 大項目 意見 市の考え方
対応の
方向性

１ １趣旨

１ページ８行目 課題解決のためには多様な主体との参画及び協働を進め
ることが必要だと考え… 
「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例」第４条の（１）「市は、
市政に対する市民参画の権利を保障するとともに、まちづくりの公共性及
び公平性を確保すること」を踏まえて加筆修正（下線部）しました。
協働推進が協調されるあまり、市民参画の重要性がおろそかにされかねな
いことに注意を喚起したいと思います。

ご意見の通り計画案に反映します。 ①

２ １趣旨

１ページ１６行目 多様な主体が市政に参画し、お互いを理解し、…
「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例」第４条の（１）「市は、
市政に対する市民参画の権利を保障するとともに、まちづくりの公共性及
び公平性を確保すること」を踏まえて加筆修正（下線部）しました。
協働推進が協調されるあまり、市民参画の重要性がおろそかにされかねな
いことに注意を喚起したいと思います。

ご意見を踏まえたうえで、
多様な主体が市政に参画し、多様な主
体と行政がお互いを理解し、…
に修正します。

①

３
５体制と進
行管理

３ページ２行目「協働のまちづくり推進庁内検討委員会」が市民参画及び
協働に関する…
「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例」第４条の（１）「市は、
市政に対する市民参画の権利を保障するとともに、まちづくりの公共性及
び公平性を確保すること」を踏まえて加筆修正（下線部）しました。
協働推進が協調されるあまり、市民参画の重要性がおろそかにされかねな
いことに注意を喚起したいと思います。

ご意見の通り計画案に反映します。 ①

第１章 推進計画の策定について【４件】
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２．意見の概要及び市の考え方

いただいた意見の概要及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。
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No. 大項目 意見 市の考え方
対応の
方向性

５
２基本方針
と施策の方
向性

１５ページ【施策の方向性】①市民が参画しやすい環境づくり ６行目
ワークショップを実施するなど、テーマに応じた参画メニューの提示を通
じ、市民が参画しやすい環境づくりを進めます。併せて、市民参加の担い
手を養成する講座やセミナー等を開催します。
「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例」第４条の（１）「市は、
市政に対する市民参画の権利を保障するとともに、まちづくりの公共性及
び公平性を確保すること」を踏まえて加筆修正（下線部）しました。
協働推進が協調されるあまり、市民参画の重要性がおろそかにされかねな
いことに注意を喚起したいと思います。

ご意見を踏まえたうえで、
ワークショップを実施するなど、テー
マに応じた参画メニューの提示を通じ、
市民が参画しやすい環境づくりを進め
ます。併せて、市民参加の担い手を養
成する講座等を開催します。
に修正します。

①

第２章 計画策定の背景【１件】

４ 用語の定義

４ページ●地域自治協議会
現在の自治連合会の位置づけとの違い及び長所はなにか提示願いたい（既
存の自治連合会の名称をかえるだけと認識している。）

地域自治協議会は、奈良市地域自治協
議会の設置、認定及び運営に関する規
則第２条のとおり、地区自治連合会の
他、地区社会福祉協議会、地区民生委
員・児童委員協議会、自主防災防犯組
織や地域の各種団体が参加する組織で
あり、その地域の住民であれば、誰も
が希望すれば協議会の活動に参加でき
ることとなっております。
地域課題等を共有し、地域一体で活動
することができること、他団体の役割
を知ることができ重複した活動を見直
し効率化を図ることができること、多
様化する地域課題にきめ細かく応える
ことができることが、地域自治協議会
の設立により期待される効果と考えて
います。
ご意見を踏まえたうえで、図表の修正
または追加を検討します。

①
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No. 大項目 意見（概要） 市の考え方
対応の
方向性

６ 該当無

車庫二台必要になり、庭のない家が増え寂しい。車道に車がなくなり、安
全にはなったけど。街路樹がきれいに切って、落葉が少なく安全でうれし
い。空家の草刈り雇用の一つにしたらどうか。

ご意見として伺います。 ③

７
該当無

私がこの地域で感じる私感を最初に述べたいと思います。
○市街化調整地域で開発行為が難しい。
○雇用を得られるような産業が無い。
○奈良市街地や大阪などへの労働を求めて移動するベッドタウンに近い現
状にある。
○奈良市や奈良県の諸施設へは交通機関を経なければ利用することが出来
ない地域にある。疎外感を感じるところである。
○買い物などができる施設は近くになく、自動車や交通機関を用いて買い
出しに行かなければならない。高齢化が進み自動車の運転にも限界があり、
交通機関を用いてでも将来に不安がある。
○わが町では、市会議員など排出したのは遠く過去であり、意見の提出や
情報を能率よく入手することは恐らく他に比べて少なく、市民だよりなど
が主になっていると思う。

そんな現状において地元には帯解幼稚園跡地という利用されていない、
草や雑木にまみれる施設がある。その有効利用に幼稚園であったというこ
とを再利用できる形で市民市場の開設を提案したい。
現状の施設は古く耐震や整備が必要であることは明白であるが新設する

よりは経済的にできるように考えたい。それも投資、雇用、利益の創出、
税金の納付まで黒字で循環できるし及び民間の投資による、民営の施設に
したい。

できれば先に述べた疎外感から、図書館や運動場などを設け有効に利用
したい。

また近隣住民が関われる整備や掃除活動なども誘発し、労働賃金を支払
えるシステムができる事が好ましい。
また地産を促進でき、地消も得られる循環効率の良い実用施設とするこ

とが望まれる。
以上推進計画の一意見としてご参照願えればうれしい限りであります。

ご意見として伺います。 ③

その他【２件】


